
別記２ 特別栽培農産物の表示例 

１ 記載方法 

 （１）表示は，「農林水産省新ガイドラインによる表示」とする。 

 （２）農産物名は「特別栽培農産物」，「特別栽培○○（○○とは農産物の一般的名称と

する。）」と記載するものとする。 

 （３）その他の表示項目，表示事項は，ガイドラインによる。 

 例１                    例２ 

 

 

例３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例 ４                     

例５ 

農林水産省新ガイドラインによる表示 

特別栽培農産物 

節減対象農薬：栽培期間中不使用 

化学肥料（窒素成分）：栽培期間中不使用 

 

栽培責任者 ○○○○ 

住   所 茨城県○○市○○ 

連 絡 先 ℡○○－○○－○○ 

確認責任者 ○○○○ 

住   所 茨城県○○市○○ 

連 絡 先 ℡○○－○○－○○ 

農林水産省新ガイドラインによる表示 

特別栽培米 

節減対象農薬：栽培期間中不使用 

化学肥料（窒素成分）：栽培期間中不使用 

 

栽培責任者 ○○○○ 

住   所 茨城県○○市○○ 

連 絡 先 ℡○○－○○－○○ 

確認責任者 ○○○○ 

住   所 茨城県○○市○○ 

連 絡 先 ℡○○－○○－○○ 

精米確認者 ○○○○ 

住   所 茨城県○○市○○ 

連 絡 先 ℡○○－○○－○○ 

農林水産省新ガイドラインによる表示 

特別栽培レタス 

節減対象農薬：栽培期間中不使用 

化学肥料（窒素成分）：栽培期間中不使用 

 

栽培責任者 ○○○○ 

住   所 茨城県○○市○○ 

連 絡 先 ℡○○－○○－○○ 

確認責任者 ○○○○ 

住   所 茨城県○○市○○ 

連 絡 先 ℡○○－○○－○○ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例６                 ※節減対象農薬の使用状況は一括表示の枠外に

表示する。枠外に表示できない場合，ホームペ

ージアドレス等情報の入手方法を枠内に記載す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記３ 節減対象農薬使用状況の表示例（一括表示の枠外に表示する場合） 

農林水産省新ガイドラインによる表示 

特別栽培農産物 

節減対象農薬：栽培期間中不使用 

化学肥料（窒素成分）：当地比○割減 

 

栽培責任者 ○○○○ 

住   所 茨城県○○市○○ 

連 絡 先 ℡○○－○○－○○ 

確認責任者 ○○○○ 

住   所 茨城県○○市○○ 

連 絡 先 ℡○○－○○－○○ 

農林水産省新ガイドラインによる表示 

特別栽培農産物 

節減対象農薬：当地比○割減 

化学肥料（窒素成分）：当地比○割減 

 

栽培責任者 ○○○○ 

住   所 茨城県○○市○○ 

連 絡 先 ℡○○－○○－○○ 

確認責任者 ○○○○ 

住   所 茨城県○○市○○ 

連 絡 先 ℡○○－○○－○○ 

節減対象農薬の使用状況（※） 

農林水産省新ガイドラインによる表示 

特別栽培米 

節減対象農薬：当地比○割減 

化学肥料（窒素成分）：当地比○割減 

 

栽培責任者 ○○○○ 

住   所 茨城県○○市○○ 

連 絡 先 ℡○○－○○－○○ 

確認責任者 ○○○○ 

住   所 茨城県○○市○○ 

連 絡 先 ℡○○－○○－○○ 

精米確認者 ○○○○ 

住   所 茨城県○○市○○ 

連 絡 先 ℡○○－○○－○○ 

節減対象農薬の使用状況（※） 



 

例 別記２の例５，例６の場合 

節減対象農薬の使用状況 

 使用資材名 用 途 使用回数 

○○○○○ 

○○○○○ 

○○○○○ 

殺 菌 

殺 虫 

除 草 

    １回 

２回 

１回 

 使用資材名は原則として商品名ではなく，主成分を示す一般名称とする。 

 

 

別記４ 略式表示例 

 例１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特別栽培農産物・いばらきエコ農産物にかかわらず，「特別栽培農産物」と記載する。 

  

 

 

別記５ 看板表示例 

特別栽培農産物 

節減対象農薬：当地比○割減 

化学肥料（窒素成分）：当地比○割減 

農水省新ガイドラインによる表示 

○○出荷組合 

         http://www. ○ ○ ○ ○. 

http://www.○○ 

 

特別栽培農産物 

節減対象農薬：当地比○割減 

化学肥料（窒素成分）：当地比○割減 

農水省新ガイドラインによる表示 

○○○○ 

         http://www. ○ ○ ○ ○. 

http://www.○○ 

 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


特別栽培農産物生産ほ場 

（農林水産省新ガイドラインによる） 

 

ほ場番号       面積     アール 

 

特別栽培開始年月日 

      ○年 ○月 ○日 

 

栽培責任者 氏名 ○○○○ 

特別栽培農産物・いばらきエコ農産物にかかわらず，特別栽培農産物と記載する。 


